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これまでの取組①

年月 宮崎市の取組み
昭和61年2月 宮崎市行政改革大綱（第１次）
平成8年2月 新宮崎市行政改革大綱（第２次）

平成11年2月 新たな宮崎市行財政改革大綱（第３次）

平成14年2月
宮崎市行財政改革大綱（第４次）　実施年度：平成14年度～平成16年度　効果額：52億8800万円
　　①市民の視点に立った効率的な行財政システムの確立　②市民が求める的確な行政サービスの提供
　　③市民等との協働によるまちづくりの推進

平成17年4月
宮崎市行財政改革大綱（第５次）　実施年度：平成17年度～平成19年度
　　①市民との協働による質の高い、最適な公共サービスの提供　　②住民自治による地域の特性を活かした公共サービスの提供
　　③分権型社会・協働型社会に対応した行財政システムの確立

平成18年8月
宮崎市行財政改革大綱（一部改訂版）－宮崎市集中改革プラン－
　実施年度：平成17年度～平成21年度　　　効果額：162億7900万円
　※１市３町合併、及び平成１７年３月２９日付け（総務事務次官通知）「地方公共団体における行政改革の推進の
　　ための新たな指針の作成について」を踏まえ、平成１７年（２００５年）４月に策定した大綱を一部見直し。
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行財政改革は、持続可能な行政運営の実現に向けた不断の取組であり、本市においては、昭和61年に宮崎市行
政改革大綱（第１次）を制定し、以後、累次にわたり取組を継続しています。



これまでの取組②
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行財政改革大綱は、本市の行財政改革についての独立した計画となっていましたが、第6次宮崎市行財政改革大綱
（平成22年4月～）から、本市におけるまちづくりの指針であり、最上位の計画となる「宮崎市総合計画」の行財政運
営に係る取組を実施するための計画として位置づけられています。

年月 宮崎市行財政改革大綱 宮崎市総合計画

平成22年4月
新宮崎市行財政改革大綱（第６次）
　実施年度：平成22年度～平成24年度　　効果額：45億5000万円
　　①効率的で信頼される行政運営の確立　　②健全財政の確立
　　③市民の視点に立った行政サービスの確立

第四次宮崎市総合計画
　　計画年度　平成20年度～平成29年度
　　将来の都市像
　　　『「活力と緑あふれる太陽都市･･･みやざき･･･」
　　　　　　　　　　　　　～次世代につなぐまちづくり～』
　　基本目標１：市民が主体となったまちづくりと
　　　　　　　　　　　効率的で信頼される行財政運営

平成25年4月
第７次宮崎市行財政改革大綱　　実施年度:平成25年度～平成27年度
　　①効率的で信頼される行政運営の確立　　②健全財政の確立
　　③市民の視点に立った行政サービスの確立　　

平成28年4月 第７次宮崎市行財政改革大綱（改訂版）
　　実施年度　平成25年度～平成29年度　　効果額　54億1280万円

平成30年4月

第８次宮崎市行財政改革大綱　　実施年度:平成30年度～令和4年度
　　共通視点：公民連携の推進
　　①効率的で効果的な行政経営
　　②投資の厳選による公共施設等の「総量の最適化」と「質の向上」
　　③職員の資質向上と機能的な組織体制の確立
　　④情報化の推進と広報広聴機能の充実

第五次宮崎市総合計画前期基本計画
　　計画年度　平成30年度～令和4年度
　　将来の都市像
　　　未来を創造する太陽都市「みやざき」
　　まちづくりの基本姿勢
　　　地域に愛着をもち、新たな価値を共に創る
　　第4章　健全な行財政運営の確保に向けた取組

令和3年4月
第８次宮崎市行財政改革大綱（改訂版）
　　実施年度　平成30年度～令和4年度
　　効果額　30億円（目標値）



行財政改革がもたらした成果
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これまでの行財政改革の取組みにより、公民連携等による経費効果の創出や、人員や組織体制のスリム化が実現しま
した。また、この間に、行政資源（人、財源、施設等）に関する個別計画等の整備が進んだことで、よりきめ細やかな
マネジメントが可能となってきました。

■第４次～第８次行財政改革大綱における経費効果等の実績

人財活用 定員適正化計画、人材育成基本方針
事務処理の適正確保 内部統制制度
公共施設等最適化 公共施設等総合管理計画、宮崎市公共施設使用料設定基準
財政基盤強化 中期財政計画
外郭団体 外郭団体の指導に関する指針

第４次
H14~H16

第５次
※集中改革プラン
H17~H21

第６次
H22~H24

第７次
H25~H29

第８次
H30～R4

合計

効果額 52億8800万円 162億7900万円 45億5000万円 54億1280万円 30億円　※目標値 345億2980万円

職員数 ▲25人 ▲114人 ▲101人 ▲71人 ▲22人 ▲333人

主な取組 パブリックコメント制度
の導入

公立保育所の運営
体制の検討

公共事業コスト構造
改善の推進　

学校給食調理業務
委託等の円滑な実施

公共施設の効率的・
効果的な管理の実施

■個別計画の例
※職員数は、合併による増を除く。



国の動き
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国においては、平成17年度から
21年度にかけて「集中改革プラ
ン」を実施し、地方に対して、定
員削減や給与削減を要請し、
地方公務員の総数や給与水準
の適正化に一定の効果がありま
した。
　↓
集中改革プランの終了により、国
からの削減要請はなくなりました
が、以後も、各地方自治体にお
いて自主的な行政改革が継続
されました。
　↓
平成27年度からは、地方自治
体の業務改革を推進するため、
民間委託や情報システムのクラ
ウド化などの取組を要請するとと
もに、各地方自治体の状況を比
較可能な形で公表しています。

出典：地方行革・スマート自治体等について（令和2年1月　総務省行政経営支援室）



国の動き
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平成30年7月に取りまとめられた
「自治体戦略2040構想研究
会の報告では、労働力（特に
若年労働力）の絶対的な不足
を前提として、人口減少時代の
枠組みへの転換が必要とされて
おり、労働力の厳しい供給制約
を共通認識として、将来の住民
と自治体職員のために、現時点
から業務のあり方を変革していく
ことや、従来の半分の職員でも
自治体が本来担うべき機能を発
揮できる仕組みの構築が必要と
されています。

出典：自治体戦略2040研究会　第一次･第二次報告の概要



国の動き
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令和2年12月に発表された
「自治体DX推進計画」では、目
指すべきデジタル社会のビジョン
の実現のためには、住民に身近
な行政を担う自治体の役割は
重要であり、自治体は、デジタル
技術等を活用して、住民の利便
性を向上させるとともに、業務効
率化を図り、人的資源を行政
サービスの更なる向上に繋げて
行くことが求められています。

出典：自治体DX推進計画　概要



 これからの課題
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○これまでの本市の行財政改革では、人員や経費の節減など、簡素化・合理化の観点から、量的な部分に重きをおいた
改革に取り組んできました。
○職員数についても、年々削減を進めた結果、普通会計部門の人口10,000人当たりの職員数は53.08人と、中核市
62市のうち少ない方から５番目の水準にあり（令和3年4月1日時点、中核市平均63.79人）、少数精鋭の人員体制
で、行政サービスを提供する体制を維持してきました。
○しかしながら、近年、新型コロナウイルス感染症や多様化・複雑化する行政課題への対応により職員一人ひとりの負担
が増大しています。実際に、職員1人当たりの年間平均時間外勤務時間数は、第8次大綱の始期である平成30年度の
年134時間から、令和3年度には年184時間と、急激に増加しています。
○また、厳しい財政状況を踏まえつつ、少子高齢化や生産年齢人口の減少に伴う社会保障費の増大や、ウクライナ情勢
等を背景とした急激な物価上昇、さらには、本市独自の課題である新庁舎建設などへ対応していく必要があります。

職員数 時間外勤務
時間数



 行財政改革の今後の方向性

行財政
改革
大綱

市役所改革
推進プラン

ＤＸ推進方針

中期財政計画
事業評価
歳入確保
公共施設

行財政改革（全体像）

市役所　
改革

市民
サービス

健全　　
財政

○こうした状況下においては、従来の人員や経費の削減を中心とした行財政改革の手法は限界にきていると
　考えられ、行財政改革の進め方自体を大きく転換する必要があるといえます。
○そのため、本市における、今後の行財政改革の方向性については、次の3つを柱を軸として推進することとします。
  DX（デジタルトランスフォーメーション）の活用等により、市民の利便性を向上する「市民サービス」
  意識改革や業務の抜本的見直しにより、生産性を向上させる「市役所改革」
  将来を見据えた、持続可能な財政運営を達成するための「健全財政」 
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市役所改革推進プラン

 行財政改革の全体像

市役所改革

ＤＸ推進方針（市民）
①手続きオンライン化　②マイナンバーカード普及利活用
③スマート行政サービス　④情報発信のデジタル化　

公共施設等総合管理計画

健全財政 市民サービス

中期財政計画

行財政改革（全体像）

事業評価制度

歳入確保対策

マイナンバーカード交付計画

人材育成基本方針

定員適正化計画

そして、「市役所改革推進プラン」「DX推進方針」「中期財政計画」など、個別計画等の取組を着実に実施することにより、
総体的に行財政改革を推進することとします。

新庁舎建設基本計画

内部統制に関する方針

施設使用料適正化

時間外勤務抑制 DX推進方針（市役所）



 スケジュール
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○現行の行財政改革大綱については、第8次宮崎市行財政改革大綱の取組期間である令和4年度末をもって、いっ
たん終了し、第5次宮崎市総合計画の計画期間である令和6年度末までは、各個別計画によって、行財政改革の取
組を継続します。
○なお、令和7年度から、（仮）第6次宮崎市総合計画の期間となることから、行財政改革に係る推進体制のあり方
については、総合計画等を踏まえ、改めて検討します。

　※「中期財政計画」は、第5次総合計画に併せて2年延伸を予定しています。


